
調剤をしていて

鰻聞に思ったこと，

医師または患者さんに悶

かれて困ったこと，医師に媛

義照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの媛問

に各分野の専門家がお答えいたします。

介置保陵に闘して質問があります。在宅患者

訪問麗剤雷理指導料を国定した月は「その他

の藁学官理料は寓定できないJとされていますが，居

宅療費雷理指導費についても同じなのでしょうか。

(茨堀県匿名掃盟)

同様に取り扱います。

医療保険(調剤報酬)で規定されている「在宅

患者訪問楽剤管理指導料Jは，通院悶到!なJifr宅療養患

者を対象として，あらかじめ策定した薬学的管四!指導

計~fii に恭づいて，忠家にて①薬歴特製， ②服薬指導，

@薬剤の)JIIJTJ状況・管現状j兄の時記、ーーなどの薬学的

管理指導を実施した場合に算定します。

制方IJtJ-A.酬点数去の楽学管理料の1.1.1には， 当該点数の

ほか， 45J斉IJ)J民JlJ!罷管理料，薬剤情報提供料，後発l笑薬

品情報提供年|など，指導管理に関する項1-1が設けられ

ていますが.在宅忠者訪問薬剤特理指導や|を掠定した

月においては.これ以外の楽学管理料の点数は一切J算

定できないこととされています (表1)。

ープ]，介護保険 (介護報酬)にも.医療保険と同棋の

訪求項目に骸当するものとして「居宅療養管JJIl.指導費J，
「介護予防居宅蝶養管理指導費」が設けられています。

これらの項目は，規定されている法律や名称は異なり

ますが，求められている内存は器本的に同じです。

また.介護保|墳の算定要件のrl1には. I副長保険の「そ

の他の来年恰:現料は算定できなL、」という部分に該当す

る記述はありませんが，厚生労働省からは，医療保険

と介護1~U挽の給付調整に関する通知が出されており，
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ご質問をお寄せくだ

さい。要項l孟40頁にあり

ることによってのみ行います。電話や

ファクシミリによる回答はご容破くださ

い。また，特殊なケースの質問は，探周されはい

とともありますのであらかじめご3承ください。

表1 算定要件(医療保険)
「一一

区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

(j)在宅悠者訪問淡斉IJtì'耳目指導料は.日;宅において療養を ~i っ

ている止:.:1'，ーであって通院がl村搬なものにおIして.あらかじ

め名林.所tl:地. IJH設者の氏名及びtE宅iJ.¥名ー訪問議拘l管理!

指導(以下「訪問薬剤l管理指導Jという。)を行う旨を地ブTU
会保険事務局長にj市け出た保険楽同の染対l闘fi1.i'.I制Iliの指

不に恭づき.築学的管理!折j早計Pliiを策定し.居、五誌を訪問lし
て.3E尿管理Il. Ilfl.薬指導.業育I)fJlim状況及び薬剤l保管状況

の総認等の薬学的干:・l:m指導を行い.当該指伝を行った医師

に対 して訪問乱可決について必要な情報提供を文性で行った

場合に貸定する。

(2) - (10) <略>

(11) {I:屯忽者紡IllJ染対F皆羽!指導宇|を算定したrJにおいては守そ

の他の楽学管理中|は算定できない。

(2) <田島>

'"006 '10:3 J J 6 11 f出|反発第O:lO(iOOIサ.I'/.'I二労働'fi保険I，.jf)，抑制lJ是通告11)

この，-¥:1で，介護保険の「脂毛療養管削指導型ur介護

予防府宅療養管理指導担:Jが算〉とされている場合には，

医療保険(調剤報酬)の薬学管理!料のうち， r在宅忠者

訪問主主斉IJ11芝I!指導料J以外の項目は算定できないこと

が示されています (表2)。

したがって.r在宅患者訪問薬剤管理指導料」または

「同宅療養管理n指導貨J.r介護予防居宅療養管理指導

費Jで、あっても，築学管理料の部分の保険箭求先が興

なるだけで、あって，基本的な取り扱いは同じです。



表2 医療保険と介護保険の給付調整(調剤関係部分の抜粋)

第2 介護部l繋告示について

~介護被保|検1';.等である':J.\..r，.に対し ti:定できる診療報酬点数表に位iげる城主主について
は，介護制政仏ー示dによるものとし別紙を参!!買のこと。

itl 要介設被保険者等である思者について療獲に裂する ~JIJ の似を鈴定できる場合

(2006年厚生労働約 ケフ1~第176 ~~.)

(別紙)

O 
(!日1'-1:.:療従符:f.I1!指導1S又は介政ーHJiJ万宅療養干:

理E桁i浮沈が~:7仁されている場合を|徐く 。)

(2006'-1'4月281J老老党第042800I r;・1 1!f，作、発司~042800I ¥;.. 1!，!'1e労働省在世nlnJt人保健縦長/I.. J保険局朕撹謀

長辿 ~11 r区株I\WJtと介「活保険の給付制殺に|則するWi IJ. fJnjUk び医療!\~険と介結保険の相 1i.1 ニ!羽i出する事Jl'[鵠:につ
いτJ)
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調剤墓窓料や菖準調剤加算の区分において，

処方せんの霊柑回避や特定の保険医原機関か

らの集申撃を算定する際には，健康保蹟，国民健康保

蹟，老人保健にかかる処方せんは対象となりますが，

公害巨額や労災医療にかかる処方せんはどうなるので

しょうか。これまで，公害医療や労災巨額に関するも

のは対象外であることから隠舛するものとして考えて

いましたが，先日，知り合いから「すべての処方せんが

対象に怠るのではないかjと富われました。どのように

考えるべきですか。(匿名穂望)

公書l室擦や労災[~械にかかる処方せんは対象

外です。

湖南IJ基本学|・や基準!制斉Ij加算の施設基準の区分を判断

するうえで必要とされている， ①処方せんの受付 jiil数?

②特定の保|如実療機関にかかる処方せんの集巾単一ー

の各基準については.間剤報酬が健康保険法にかかる

ものであることから，健康保険， [王[1:己健勝保|仇 老人

保健にかかる処方せん(公費併川にかかるものを含む)

を対象として計算します (表3)。

公費負担|矢療や労災医療にかかる処方せんについて

は.健康保険，国民健康保険，老人保健との併用でな

い|浪り.対象として合める必裂はありませんので. f~\j 

違えのないよう十分注志して くださL、

表3 受付回数・集中率の考え方について

市，~方1J技術料。

問2. 処方せんの交付 |目数及び集rl' l:立を符 H~する l努.対象とな
る処方せんは健保，I主Iilf-jえひ‘老人似他に係る処方せんであり.

公'P.(.労災及びこれらのfN:ttJ(健í~L 1!1ilf-及び老人保健との

fjf:)Jjを|徐<0)に係る処万せんは合まれないと解してよいか。

答 lU~のとおり 。

(J996'1'7 j-J 1211 併務述紡• I~(ll ，宇íf~~険/"jJ"ff，i料企 I'hii:よ令係 「訓!神l報酬i.i 数点につ
いての安考'itl'lの送f'lについてJ)

調剤をしていて難問に思ったこと，医師または患者さんに聞かれて圏ったこと，
医師に疑義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1.質問の範囲

，，t実際の処方せんの疑裁解釈に関する質問

例え1;1'.処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる

実例で.専門家の意見が知りたい司という場合など。

(2保険調剤・ t局留l報酬!などに関する質問

例え Id'.どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

や，請求もれがあった場合の対応は?という質問など.

(3潤南IJ妓待iなどに関する質問

例え1;1'. A散と B末を配合してもよいか? また，c 
錠を粉砕してよいか? という調印l技術上の質問など。

2.質問1;1:文書で日本薬剤師会 f調剤と情報j係までーご連

絡くださL、。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが.さらに詳しい内容

をお聞きしないと回答できないこともありますので.イ主

pJi， 氏名句電話番号を必す明記ください。

4 質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6.質問が採用された方には，じほうから図書カードが贈呈

されます。

ただしを本コーナーへの質問はあくまでも f調剤と情報j誌に掲載を前提としτおりますので.個人的・特殊な質問にはお答え

できません。ご了承くださ L、 またー回答l正本誌面によってのみ行L、ます。電話や77'ヲシミリによる回答はご容赦く ださL、

送付先
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〒160-8389 東京都新宿区四谷3-3-1富士・国保連ビル
日本薬剤師会 「調剤と情報」事務局
TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 


